
内線 3216福祉部障がい福祉課事案担当

関係部課 -

     (1)茅ヶ崎市総合計画

     (2)その他関連計画

     (3)関係法令

みんながつながる　ちがさきの地域福祉プラン２

第9期茅ヶ崎市高齢者福祉計画・介護保険事業計画など

障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法

主たる政策目標

関連する政策目標

3.共に見守り支え合い、誰もが健康に暮らすまち

 庁議事案書

【目的】

　障がい者を取り巻く状況の変化等に対し、必要な障がい者施策を総合的かつ計画

的に推進するため、障害者基本法第１１条第３項に基づく「市町村障害者計画」、

障害者総合支援法第８８条に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第３３条

の２０に基づく「市町村障害児福祉計画」を一体的に策定します。

【計画の概要】

　計画期間は令和６年度から８年度までの３年間とします。

　本市の目指す将来像である「お互いの理解と助け合いのもとだれもが自分らしく

生きがいのある暮らしを実現できるまち」を達成するために、６つの基本方針と１

２の施策の方向性を定めます。

【策定のポイント】

　計画の策定にあたっては、障がい者や市民、事業者に向けたアンケートやヒアリ

ング調査、附属機関からの意見等により障がい者施策に対するニーズや課題を整理

するとともに、国や県の障がい者施策や社会情勢等の変化の整理、第６期計画の振

り返りを実施しました。これらの結果から、計画期間中に取り組むべき施策を定め

ます。

【今後の主なスケジュール】

　全員協議会（１２月２２日）→パブリックコメント（１月１０日～２月８日）→

計画の公表（３月）

第７期茅ヶ崎市障がい者保健福祉計画（素案）について

２．行政計画等との関係
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１．事案の概要
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■ 市長 ■ 副市長 ■ 副市長 ■ 教育長 ■ 病院事業管理者

5 ■ 理事経営総務部長 ■ 理事福祉部長

■ 出席 □ 欠席

6

8 主な意見等 ＊

→

政策会議結果報告書 （ ■ 審議事項 □ 報告事項 ）

本案件については、提案のとおり承認される。7 会議結果

概要版の「３ 本計画から新たに取り組むこと」について、これまでは実施していな
かったのか。【副市長】

関係機関や障がい者団体等との議論については、これまでも実施していましたが、
国の指針で計画に盛り込むことが求められたことから、特筆しております。
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